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三沢市総合振興計画策定支援業務公募型プロポーザル実施要領

１．目的

本要領は、三沢市総合振興計画の策定にあたり、民間の豊富な経験と専門性を活用するととも

に、策定に係る業務を円滑に遂行するために必要となる支援業務を受託する事業者を選定する手

続を定めるものとする。

２．業務概要

⑴ 業 務 名 三沢市総合振興計画策定支援業務

⑵ 委託内容 別紙のとおり（三沢市総合振興計画策定支援業務 仕様書）

⑶ 契約期間 契約締結の日から令和１０年３月２４日まで

⑷ 委託上限額 20,149,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

（令和８年度 10,843,000円、令和９年度 9,306,000円）

３．参加資格

このプロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

⑴ 三沢市競争入札参加有資格者名簿に登録されていること。ただし、登録されていない

場合であっても、参加申込書提出の際に次に掲げる書類の写しを提出するときは、この

プロポーザルに限り参加できる。

① 登録謄本又は履歴（現在）事項全部証明書（法人）

② 身分証明書（個人）

③ 財務諸表等（法人及び個人）

④ 法人にあっては、直近年度の国税（法人税と消費税および地方消費税）、地方税（法

人住民税と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの）

⑤ 個人にあっては、直近年度の国税（申告所得税と消費税および地方消費税）、地方税

（個人住民税と固定資産税）の納税証明書（未納がないことを確認できるもの）

⑥ 誓約書

⑵ 公示日から候補者特定の日まで、三沢市の指名停止要領に基づく指名停止の措置を受けて

いないこと。

⑶ 公示日において地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他暴力団員が経営に関与していないと

認められるもので、適正な競争を妨げる恐れがないと認められるもの。

⑹ 国税及び地方税について滞納がないこと。

⑺ 過去５年間（令和４年度～令和８年度）において、国・地方公共団体による人口推計、経

済分析、総合振興計画策定関連業務、その他それに類する業務に関する契約実績を有するこ
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と（現在進行中の案件を含む。）。

また、会社合併があった場合は、現在の法人との関連性を証明することができれば、実績

として扱うこととする。ただし、再委託による契約実績は含まないものとする。

⑻ この実施要領に規定する内容を遵守できること。

４．参加申し込み及び参加の辞退

⑴ 受付期間

令和８年４月２８日(火)から令和８年５月２２日(金)午後５時まで（必着）

⑵ 提出方法

プロポーザル参加申込書（様式１）、業務実績書（様式２）、誓約書（様式５）に必要事項

を記入し、電子メールにて提出すること。件名は、「プロポーザル参加申込（事業者名）」と

すること。

⑶ 参加承認

① 本プロポーザルの参加承認の可否は、令和８年５月２７日(水)午後５時までに電子メー

ルで通知する。

② 三沢市の承認を受けない限り、本プロポーザルには参加できない。なお、必要書類を提

出したにもかかわらず、令和８年５月２７日(水)午後５時までに連絡がない場合は、担当

部署あてに電話確認すること。

⑷ 参加辞退

参加者等は、公募型プロポーザル参加辞退届（様式６）の提出により、いつでも本プロポー

ザルの参加を辞退することができる。

５．企画提案書等の作成及び提出

⑴ 提案件名

「三沢市総合振興計画策定支援業務」

⑵ 提案内容

企画提案書の提出にあたっては、仕様書、評価基準書の項目について提案すること。

① 企画提案書：仕様書に基づき評価基準書を踏まえて作成すること。

② 見 積 書：様式は任意とし、消費税抜き価格で記載すること。また、年度別の内訳を

必ず明記すること。

⑶ 提出要領

① 提出書類

公募型プロポーザル届出書（様式３）、企画提案書、見積書（年度別）、業務工程表、業

務実施体制調書（様式４）会社概要（パンフレット等で可）。

② 提出部数

正本１部、副本７部（正本は原本、副本は写し）を提供すること。

※正本にのみ会社名、代表者名を記載し、代表者印を押印すること。

※副本７部については、コピー可とし、事業者の名称やその他の業者が特定される情報

（ロゴマーク等）は使用しないこと。（写真等の資料にも記載がないことを確認すること。）
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③ 提出先

三沢市政策部 政策調整課 〒033-8666 三沢市桜町１丁目１番３８号

④ 提出期限

令和８年６月１０日(水)午後５時まで（必着）

⑤ 提出方法

郵送又は持参（いずれも提出期限必着のこと）※提出期限後に到着した応募書類は無効と

する。

⑥ 提案様式

提案書は、30頁以内で、Ａ４長辺綴じ、横書き、フォントサイズは11ポイント以上、両面

印刷とする。ただし、図面等で必要な場合のみＡ３版を織り込んで作成可とする。

⑦ 提案費用

企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。

⑧ その他

提出期限以降における書類の追加、修正、差し替え及び再提出は原則認めない。

６．企画提案書の内容説明（プレゼンテーション）

⑴ 実施日時

令和８年６月２３日（火）午後１時３０分から開始予定（詳細は別途通知）

※予備日６月２４日（水）

⑵ 実施場所

三沢市役所

⑶ 企画提案書説明者

業務実施体制調書（様式４）に記載のいずれかの者が行う。

⑷ プレゼンテーション

プレゼンテーションは企画提案書等により提案説明を行う。当日の参加方法については、オ

ンライン（Ｚｏｏｍを使用）も可とする。説明時間は20分以内とし、その後質疑応答20分以内

を行う。

⑸ その他

パワーポイント資料や映像資料等の使用については、任意とするが、企画提案書等と同一内

容とすること。会場には電源、モニター、プロジェクター、ＨＤＭＩケーブルを用意する。パ

ソコン等のプレゼンテーションに必要な機材等は提案者で用意すること。

７．スケジュール（予定）

No. 内 容 期 日

１ 公告 令和８年４月２８日（火）

２ 参加申込期間 令和８年４月２８日（火）から令和８年５月２２日（金）

３ 質疑受付期間 令和８年４月２８日（火）から令和８年５月２０日（水）

４ 質疑回答 令和８年５月２１日（木）
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※日程については、変更する場合あり

８．審査概要

市職員で構成される、三沢市総合振興計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル審査委員会

（以下「委員会」という。）において審査を行う。

⑴ 審査

提出された企画提案書の説明内容や見積書を基に評価基準書により審査を行い、最も評価点

の高い者を第一優先交渉権者とする。なお、評価点は委員５人の評価点（持ち点１００点）の

合計とする。ただし、３００点を下回る場合は選定しない。

① 第一優先交渉権者の選定にあたり、評価点が同点の者が２以上あるときの対応

ア 提案者の評価点が同じで、見積価格が異なる場合、見積価格が低い者を上位とする。

イ 提案者の評価点及び見積価格が同じ場合、くじ引きにより順位を決定する。

くじ引きの実施日時、場所等については別途連絡を行う。

② 有効な提案者が１者のみのときは、三沢市が適正な提案と判断する場合は、その者を第

一優先交渉権者とする。

⑵ 委員及び審査の内容について

審査委員会の委員及び審査の内容は、公平・公正な審査を期すため、原則、非開示・非公表

とする。

⑶ 審査結果の通知、公表

審査結果については、令和８年６月２６日(金)午後５時までに三沢市ウェブサイト上にて公

表するとともに、参加のあった全ての事業者に対し、Ｅメール及び文書で通知する予定であ

る。なお、審査理由等についての問い合わせには応じない。

９．失格事項

次のいずれかに該当する場合は失格とする。

⑴ 上記「３．参加資格」に規定する要件を満たしていないことが判明した場合

⑵ 企画提案書等が提出期限を過ぎ提出された場合

⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合

⑷ 見積価格が委託上限額を上回る場合

⑸ 会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合

⑹ 審査の公平性を害する行為があった場合

⑺ 条例に基づく排除対象として、次のいずれかに該当する場合

① 暴力団員（条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）と認められたと

き

５ 参加資格審査結果通知 令和８年５月２７日（水）

６ 提案書提出期限 令和８年６月１０日（水）

７ プレゼンテーション審査 令和８年６月２３日（火）予定

８ 審査結果通知 令和８年６月２６日（金）予定

９ 契約締結 令和８年６月３０日（火）予定
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② 暴力団員と密接な関係を有していると認められたとき（法人にあっては、その役員（業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員と密接な

関係を有していると認められたとき）

⑻ 特別な事由が無く、市が指定するプレゼンテーションへの不参加又は時間に遅れた場合

⑼ その他、選定に対して不当な要求その他不正行為があったと市長が認める場合

10．質問の受付及び回答

⑴ 受付期間

令和８年４月２８日(火)から令和８年５月２０日(水)午後５時まで（必着）

⑵ 提出方法

三沢市ウェブサイトから「質問書（様式７）」をダウンロードし、必要事項を記載の上、担当

部署宛に電子メールにて提出すること。送信の際の件名は、「プロポーザルに関する質問（事

業者名）」とすること。なお、電話及び来訪による質問は受付しない。

⑶ 質問への回答

回答は、正当な利益を害する恐れがあるものを除き、令和８年５月２１日(木)午後５時まで

に、各質問参加者からの質問及びその回答の全てを、三沢市ウェブサイトへ掲載する。

11．契約

⑴ 契約の締結

三沢市と第一優先交渉権者は、三沢市契約事務規則（平成２７年３月１３日三沢市規則第４

号）に定める随意契約の手続により、改めて見積を行い、契約を締結する。

本業務委託仕様書は、第一優先交渉権者が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業

務の目的達成のために必要と認められる場合には、三沢市と第一優先交渉権者との協議によ

り、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。この場合において、

第一優先交渉権者との協議が整わなかった場合には、第二優先交渉権者と協議を行うものとす

る。

⑵ 契約保証金

受託者は、契約保証金として業務に要する全体費用の見積価格の１００分の１０以上の額

を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除

することがある。

⑶ 委託事業費

本業務の遂行に必要な経費で、三沢市予算の範囲内の額とする。

⑷ 業務の一括再委託の禁止

受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

⑸ 個人情報保護

受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止

その他個人情報の保護に努めなければならない。



6

12．その他

⑴ 応募に関する事前説明会は開催しない。

⑵ 提出された申請書等の書類は返却しない。

⑶ 本募集に係る書類等の作成及び提出等に係る一切の費用は、事業者の負担とする。

⑷ 当該プロポーザルを公正に執行することができない恐れがあると認められた場合、既に公

告若しくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期若しくは中止することがある。

この場合において、事業者が損害を受けることがあっても三沢市は賠償責任を負わないもの

とする。

⑸ 提出された企画提案書については、三沢市情報公開条例の規定による請求があった場合、

第三者に開示することがある。ただし、提出者が事業を営む上で、競争上又は事業運営上の

地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合があるので、この情報

に該当する部分がある場合は、あらかじめ文書により申し入れすること。

なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響を及ぼす恐れのある情

報については、決定後の開示とする。

⑹ 本要領に定めのない事項については、三沢市と協議の上決定する。

13．担当部署

担当者：三沢市政策部 政策調整課 企画戦略・統計分析グループ 担当 一戸・簗場

電 話：0176-53-5111（内線533）

住 所：〒033-8666 青森県三沢市桜町１丁目１番３８号

ＦＡＸ：0176-52-5656

Ｅメ ー ル：msw_kikaku@misawashi.aomori.jp


